
 

参考資料：猪名川部会とりまとめ（案）作成において出された委員からのご意見 

 

畑委員 

 

田中リーダーご苦心の原稿ですが、以下の部分（2 ページ目 3,4 行目）だけは削除いただ

きたくお願い申し上げます。水田の場合、洪水誘導で一旦泥水、土砂流入した場合、使い物

にならなくなります。ここまで書き切るには未だ多くの前提条件が必要と存じます。 

 

削除要望箇所： 

 

○浸水軽減策 

・ダム以外の小規模なハード対策にダム建設と同等の精力を持って取り組んでいただきた

い．例えば，現在市街化調整区域になっている竹林裏の水田へ，洪水時に一部の水を誘

導することも検討していただきたい．能勢電鉄多田駅付近の浸水は，本流に起因するよ

りはむしろ東側台地の小規模住宅開発地区からの雨水の流出による「都市型被害」の要

素が大きいのではないか．この地区での「都市型あるいは内水型水害」への対策とその

効果を検討していただきたい．これらの例示を含めて「小規模なハード面からの具体策」

のより充実した対策を検討していただきたい．これらついても「県担当区間」だからと

いうような一般論的・抽象的表現に終わってはならないと考える． 
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